
平成 24年 lヨ)第 2497号

決

施設髄用仮処分命令申立事件

定

東京都千代田区猿楽吋二丁目2番 3号NSビル202号室

債     権     者   特定非営利活動法人OurPlanet―TV

同 代 表 者 理 事  白  石   _草
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債     権     者

上 記 両 名 代 理 人 弁 護 士
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■  同 代 表 者 法 務 大 臣

同 指 定 代 理 人
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1 本件 申立て を却下する。

2 申立費用は債椎者 らの負担 とする。
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申立ての趣旨

債務者は,債権者らに対し]平成 24年 7月 29日 午後 6時から午後 9時まで

の問,東京都千代田区永田町 1-6-2所 在の国会記者会館屋上を使用させな

1ヽ)れ ばならない。                    ・

事案の概要等           イ

本件は,イ ンターネット放送局を運営する債権者特定非営利活動法人Our

Planet一 TV(以 下「債権者法人」 という。)とァ債椎者法人の理事であ

リフリーのビデオジヤーナリス トである債権者白石車 (以下「債権者白石」と

いう。)が,債務者所有の国会記者会館 (以下「本件建物Jと いうら)を使用 B

管理する国会記者会か ら,本件建物屋上への取材活動目的での立入りの申入れ

を拒否されたとして,債椎者 らが,債務者に対 し,取材の自由に基づく本件建 ・

物の施設使用請求椎を被保全権利として,上記 申立ての趣旨のとお りの仮処分‐

命令を求めた事案である。

当事者の主張は,各主張書面のとおりであるから,これらを引用する。

当裁判所の判断   ―               ‐

前提 となる事実 (末尾に疎明資料等を掲記した事実以外の事実は,当事者間

に争いがない。)

(1)債椎者法人は>非営利のインターネ ット放送局である「OurPlane

t一 TV」 を運営する特定非営利活動法人であり,債権者白石は,フ リーの

ビデオジャーナ リス トであり債権者法入の理事である (甲 2,審尋の全趣

旨 )。

国会記者会は,テ レビ及び新聞等のマスコミ合計153社を会員として織

成されるいわゆる記者クラブである。

債権者らは,国会記者会の会員ではない。

(2)本件建物は,衆議陽議長所管の国有財産たる不動産であり,衆議院は,国

会記者会に対し,国会関係取材のための新聞〕通信)放送等の事務室として
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本件建物を使用することを承認 している (審尋の全趣旨)。

国会記者会は本件建物の平常の管理とその費用の負担をし,国会記者会の

会員である各報道機関は本件建物に事務室を設置し,これに所属する記者が
.

国会関係取材等のために本件建物を利用している (審尋の全趣旨)D   .

(3)債権者白石は,平成 24年 7月 6日 ,本件建物を訪れて,国会記者会の事

務局長である佐賀年之 (以下 「佐賀」 という。)と面会し,佐賀に対 し,反原

発の抗議行動を本件建物の屋上か ら撮影 じⅢ債権者法人の運営するインター

ネ ット放送局を利用して全国に配信するため,債権者白石の本件建物の屋上

_への立入りを要望したが,佐賀はこれを断った。同月■3日 には,債権者白

石 とその代理入弁護± 3名が,本件建物を訪れてフ佐賀と面会し,本件建物

の屋上における取材活動のための本件建鞠への立入りを再度求めたが・ 佐賀

・
はこれを認め′よかつた (甲 8)。

2 被保全l腫利について

債権者 らは,本件建物を所有する債務者に対 し,取材の自由に基づき>本件

建物屋上の施設使用請求椎を有すると主張する。

報道の自由が憲法 21条 lFによつて保障され,報道のための取材の自由も,

憲法 21条の精神に照らし"十分に尊重されるものであることは言 うまでもな

ぃ。 しおゝしながら,取材の自由は,いわゆる消極的自由,すなわち報道機関の

取材行為に国家機関が介入することからの自由を意味するものであり,国に対

して一定の行為を請求することができるという積極的な権利まで当然に含むも

のではない。

このような取本なの自由の権利としての性質からすると,債権者 らの取材の白

由 自体は十分尊重に値するが,このことから直ちに,施設所有者である賃務者

に封して,当該施設を取材活動のために使用させるよつ求める請求椎が発生す

るものではないほか,国有財産である本件建物が国会記者会の会員である報道

機関の記者によって使用されている事実及び実態に加えてっ記者クラプの会員
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と同業者である債権者 らの本件建物の屋上の使用目的等による必要性を考慮し

て も,承認あるいは合意等による使用権限を得ていない債権者 らが,債務者に

対 して,取本オの自由に基づ く本件建物の施設使用請求椎 を有すると解すべき根

拠を見いだすこ.と はできない。

したがって>本件申立てが行政処分を求めるものであるか否かに関わらず ,

債ノ睦者 らが被保全オに利として主張する,取村の自由に基づく施設使用請求権が

存在す ると認めることはできない。

3‐ よって,本件申立ては,その余の点を判断するまでもなく理由がないからこ

れを却下することとし,主本のとおり決定する。

平成 24年 7月 26日     .

東京地方裁判所民事第 9部

裁判長裁判宮   福  ,島  政  幸

裁判官   遠  田  真  嗣

裁判官   園  田 稔
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こ れ・は 正 本 で あ る 。

平 成 24年 7月 26日

東京 地 方 裁 判所 民事 第 9部

tす
・

・                                  1,ユ ・

暮
判 所

賣
記 官   藤 _田  和

 篭ェ とと二1:


